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公開シンポジウム

｢障害者権利条約と日本一条約は日本社会を変えるか? ｣
山崎　公士

シンポジウムの目的と概要

2014年2月19日､障害者権利条約は日本につい

て発効した｡また､ 2016年4月1日､障害者差別解

消法が施行される｡同法が施行されれば､障害を理

由とする直接･間接差別だけでなく､障害者に｢合

理的配慮｣を提供しないことも障害者差別とされる

ことになる｡

2014年9月20日(土)午後に､公開シンポジウ

ム｢障害者権利条約と日本一条約は日本社会を変え

るか?｣が神奈川大学横浜キャンパスで開催された

(神奈川大学法学研究所主催)｡現在､国･自治体･

企業等で､ ｢合理的配慮｣をめぐるガイドラインづ

くりが進められている｡このシンポジウムでは､障

害者権利条約を国内で運用してきた諸国の実際など

を参考に､障害者権利条約が日本社会に及ぼす影響

を考察し､条約や障害者差別解消法の今後の運用の

あり方が検討された｡

シンポジウムは､第I部ニューヨーク･ロース

クールのマイケル･パーリン教授と東俊裕弁護士の

講演､第Ⅱ部シンポジウム｢日本における障害者法
●

制の課題｣ (シンポジスト:パーリン教授､東弁護士､

ll

川島聡氏(東大先端科学技術研究センター客員研究

負)､司会:山崎公士)の二部構成で進められた｡

シンポジウムには大阪･三重･北関東等の遠方か

らの参加者を含め75名が参加した(うち20名は神

奈川大学の教職員･院生･学生)｡障害当事者､当

事者団体･助成団体関係者､弁護士､研究者等多彩

な方々にご参加頂き､活発な質疑が展開された｡

パーリン教授の講演概要

障害法､特に精神障害者をめぐる法制度研究の世

界的権威であるニューヨーク･ロースクールのマイ

ケル･パーリン教授は､ ｢障害者権利条約の国際的

な意義｣のテーマで次のような講演を行なった｡

国連の障害者権利条約は､障害者､特に精神障害

者にとって､最も重要な条約である｡この条約は､

障害者に対する国家の対応を劇的に変える力を持

つ｡条約は､ヨーロッパ､南アメリカ､アメリカ合

衆国(未批准だが)にとって大きな影響力を持って

いる｡しかし､アジア太平洋地域に､地域の人びと

が申し立てできる｢機関｣としての｢アジア太平洋

障害者権利裁判所(DRTAP)｣が設立されない

限り､条約は同地域にとって象徴にしかすぎない｡

DRTAPはアジア太平洋地域で条約に命を与え

る､最善の､そして唯一の手段である｡

東弁護士の講演概要

陣がい者制度改革推進会議担当室長を2014年3月

まで勤めた東弁護士の講演｢障害者権利条約と国内

法整備｣では､条約が批准された段階で権利条約を

どう見るかの観点から､今後の課題が語られた｡

従来､障害者の人権は隠された問題だった｡しか



し､条約は障害者の人権をグローバルスタンダード

として具体的に提示しており､日本での障害者の権

利状況を明らかにする大きな鏡となる｡また､条約

は制度を改革し､一般の障害者観を変える現実的な

力になる｡

条約は社会モデルを明らかにした｡障害者の社会

参加を拒んできた社会的障壁をなくすには､障害者

を対象とする制度や政策のあり方を変えなければな

らない｡

障害者は人生の前半で分離教育の下に置かれてき

た｡しかし､学校での分離教育は共生社会､インク

ルーシブ社会の構築にとってレッドカードだ｡大人

になれば､重度であればあるほど､地域で住む社会

資源がないため施設で暮らし､精神病を発症すると

強制入院､任意入院などになる｡

地域社会で生活するとき､ぶつかることは2つあ

る｡ひとつは差別の問題｡障害者が施設にいれば､

差別を味わうことはない｡もちろん制度的には､そ

れが差別なのだが｡しかし､外に出ようとすれば､

一般社会と接するほど差別される｡もうひとつは就

労の問題｡日本で障害者が働く場合､福祉的就労と

一般就労の途があるo　どこで働くか､労働条件､貸

金､労災補償､労基法の適応など､両者は格段に違

う状況にある｡訓練が必要であれば福祉的就労に

行って､卒業すれば一般就労などと､移動できる状

況があればいいが､極めて閉鎖された労働環境に

なっている｡

2001年に日本弁護士連合会が､奈良県で人権擁

護大会を開催した｡そのとき､障害者のこともテー

マにした｡当時行政などは､障害分野に関して障害

者差別禁止法などはできないという対応だった｡そ
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れから10数年､今年条約を批准したので､改めて

日弁連として10月に函館で権利条約完全実施に向

けて､シンポジウムを開く｡

以上の総論を踏まえ､講演の後半では､条約に照

らした日本における障害者の権利をめぐる問題点が

条文ごとに解説された｡しかし､これは膨大な内容

であり､紙数の関係でここでは省略する｡

両講演に対する川島聡氏による質問

条約はまず各国内で実現される｡条約は市民的･

政治的権利とともに､経済的･社会的権利なども保

障する｡後者を実現するには､財や資源を社会的弱

者に分配する政治的判断が重要となる｡資源の分配､

分配的正義の領域の問題に対して､ DRTAPはど

のような役割を果たすことができるのか､パーリン

先生にお伺いする｡

ジュネ-ヴにある条約の監視機関である障害者権

利委員会は､最近､法的能力の平等を締約国に求め

る一般的意見を採択した｡東先生は昏睡状態にある

人や全く意識がない方たちについては､限界事例と

して､代行決定も許容されるのではないかという

ニュアンスのことをおっしゃった｡ところが､障害

者権利委員会は一般的意見で､代行決定は一切認め

ないという厳しい立場を採っているo　東先生はこの

一般的意見についてどうお考えか伺いたい｡

パーリン教授と東弁護士の回答

パーリン教授: DRTAPは全ての権利､経済的､

政治的､社会的､文化的な権利を審査機関でカ

バーすべきと考える｡ DRTAPは障害者権利条

約で保障されている権利だけでなく､あらゆる権



利､社会的､経済的などすべての権利を保障する

機関にしたい｡

東弁護士:代行決定がだめというのに例外はないの

か｡例外があり得るという気持ちもあるが､その

前提として､どんな場合でも､植物状態でも行為

能力を制限しなければならないのかと思う｡制限

を前提とした代行決定は､一般的意見がいうよう

に間違いかと思うo

フロアーからの質問と回答

両講演者に対し､フロアーから16通の質問票が

寄せられた｡時間の関係ですべてに対応できず､司

会が主要な質問に焦点を絞り､回答頂いた｡

質問　DRTAPの構成員は裁判官か?　また苦情

申立てを処理する手続はどのようなものか?

パーリン教授: (丑賛同する国の国民から選出するの

か､ ②障害当事者から選ぶか､ ③法律家から選ぶ

のか､が問題となる｡重要なのは､自分たちの国

や組織から自立･独立した立場にいる者を選ぶこ

とだ｡

質問　DRTAPに人権侵害の苦情申立てをする場

合､弁護人の存在が大事だが､身近にそうしたよ

い弁護人はいない｡

パーリン教授:ロースクールで人権に関する訴訟

について､学生をトレーニングする国は少ない｡

ニューヨーク･ロースクールで実施しているオン

ラインでの国際人権法教育プログラムのようなも

のを今後も世界に広げたい｡

質問　障害者権利条約を日本社会に周知し､定着さ

せる具体的な方法はなにか｡
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パーリン教授:学校や社会で､障害者と実際に交流

する機会を創ることが重要である｡

質問　日本で人権救済機関がないことによるデメ

リットは何か､またどうしたら設置できるのか｡

東弁護士:日常的な差別事例を､身近なところで解

決できる仕組みがないと､事実上何も変わらな

い｡現時点で人権一般に関する独立した救済機関

はない｡各地でできつつある障害者差別禁止条例

が持つ救済のしくみの活用が一つの望みである｡

以上のようにこのシンポジウムでは､第-線の研

究者や実務家による講演や質疑を通じて､障害者権

利条約を活用して障害者の権利を促進し､保護する

方策が多角的に論じられた｡

なお､このシンポジウムでは､手話通訳者と要約

筆記者に参画いただき､情報保障を実施した｡その

結果､聴覚障害者､車イス利用者や障害者団体関係

者などが活発な質疑を展開された｡

(法学部教授､法学研究科委員長)
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